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用
し
た
補
助
金
の
国
・
県
へ

の
返
還
な
ど
発
生
し
な
い
の

か
。

答　

勤
労
者
家
庭
支
援
施
設

（
当
時
名
称
・
勤
労
婦
人
セ

ン
タ
ー
）
は
昭
和
56
年
に
、

国
・
県
の
補
助
金
を
利
用
し

て
建
設
し
た
。 「
中
央
公
民
館

建
設
」
で
は
、
補
助
金
の
利

用
が
で
き
な
い
と
い
う
理
由

も
あ
っ
た
。
今
回
、
既
存
施

設
を
有
効
利
用
す
る
こ
と
で

あ
れ
ば
施
設
の
変
更
に
よ
る

補
助
金
の
返
還
は
生
じ
な
い

こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。

筑
後
市
中
央
公
民
館
条
例
制

定
に
つ
い
て
及
び
筑
後
市
勤

労
者
家
庭
支
援
施
設
の
設
置

及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
を

廃
止
す
る
等
の
条
例
制
定
に

つ
い
て

　

施
設
の
効
率
的
な
運
用
と

事
業
の
効
果
的
な
実
施
を
図

る
た
め
、
筑
後
市
勤
労
者
家

庭
支
援
施
設
を
廃
止
し
、
筑

後
市
中
央
公
民
館
に
統
合
す

る
も
の
。

問　

現
在
利
用
さ
れ
て
い
る

市
民
や
団
体
へ
の
影
響
は
。

答　

勤
労
者
家
庭
支
援
施
設

で
担
っ
て
き
た
男
女
共
同
参

画
や
女
性
相
談
等
の
事
業
は
、

平
成
23
年
度
に
で
き
た
男

女
共
同
参
画
推
進
室
へ
移
管

し
て
い
る
。
現
在
行
っ
て
い

る
事
業
は
、
中
央
公
民
館
で

行
う
た
め
、
市
民
や
団
体
へ

の
影
響
は
な
い
と
判
断
し
て

い
る
。

問　

当
初
、
勤
労
者
家
庭
支

援
施
設
を
建
設
す
る
際
に
利

損
害
賠
償
の
額
を
定
め
、和
解

す
る
こ
と
に
つ
い
て

　

平
成
24
年
９
月
の
台
風

16
号
の
強
風
に
よ
り
、
市
道

の
街
路
樹
が
倒
れ
、
走
行
中

の
自
動
車
を
損
傷
し
、
４
人

が
負
傷
し
た
事
故
に
係
る
損

害
賠
償
訴
訟
に
関
し
、
裁
判

所
の
勧
告
に
従
い
和
解
す
る

た
め
、
議
会
の
議
決
を
求
め

る
も
の
。

問　

損
害
賠
償
の
額
に
つ
い

て
、
市
と
業
者
そ
れ
ぞ
れ
半

分
を
負
担
す
る
こ
と
に
な
っ

た
の
は
な
ぜ
か
。

答　

市
と
業
者
両
方
が
訴
え

ら
れ
て
い
る
た
め
協
議
の
上
、

半
分
ず
つ
を
負
担
す
る
こ
と

に
な
っ
た
。

補正予算 2億6,1  19万円を増額

４月から「恋ぼた る」は新しい指定管理者へ
平成26年

12月定例会
12月5日から19日までの15日間
の日程で開催されました。

勤労者家庭支  援施設を中央公民館へ統合

問 

指
定
管
理
者
が
替
わ
る

こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
の
出
荷

者
や
従
業
員
が
不
安
に
な
る

こ
と
の
な
い
よ
う
、
市
と
し

て
配
慮
し
て
も
ら
い
た
い
が
。

答 

27
年
度
当
初
は
、
販
売

手
数
料
等
、
現
在
の
条
件
を

そ
の
ま
ま
引
き
継
ぐ
こ
と
で
、

業
者
と
市
が
一
緒
に
な
り
、

そ
う
い
っ
た
不
安
は
取
り
除

い
て
い
き
た
い
。
同
社
は
人

を
大
事
に
す
る
会
社
で
あ
る

と
い
う
印
象
を
持
っ
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
以
上
に
多
く
の
人

が
訪
れ
る
恋
ぼ
た
る
に
な
る

よ
う
に
一
体
と
な
っ
て
努
力

し
て
い
く
。

平
成
26
年
度
筑
後
市
一
般
会

計
補
正
予
算（
第
３
号
・
第
４

号
・
第
５
号
）

　

補
正
予
算
額
、
２
億
６
１

１
９
万
円
を
増
額
す
る
も
の
。

　

主
な
も
の
と
し
て
、
人
事

院
勧
告
に
準
じ
る
職
員
給
料
、

勤
勉
手
当
の
増
額
、
特
別
職

（
市
長
、
副
市
長
、
教
育
長
、

議
員
）
期
末
手
当
の
増
額
、

ま
た
障
害
者
福
祉
サ
ー
ビ
ス

利
用
者
等
の
増
加
に
伴
う
扶

助
費
の
増
額
等
。

　

教
育
費
に
つ
い
て
は
、
奨

学
事
業
に
役
立
て
て
ほ
し
い

と
㈱
大
藪
組
よ
り
寄
付
金
を

受
領
し
た
た
め
筑
後
市
奨
学

会
へ
増
額
補
助
を
行
う
も
の
。

指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い

て
　

恋
ぼ
た
る
（
筑
後
市
県
営

筑
後
広
域
公
園
内
休
憩
施
設

及
び
売
店
）
の
指
定
管
理
者

の
指
定
期
間
満
了
に
伴
う
も

の
。

　

平
成
27
年
度
か
ら
平
成

31
年
度
ま
で
の
５
年
間
の

指
定
管
理
者
を
、
㈱
ウ
エ
ル

ネ
ス
サ
プ
ラ
イ
（
大
阪
市
）

と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
議
決

を
求
め
る
も
の
。

　12月定例会では、議案28件（意見書、人事案件含）が提案され、審議の結果すべて可決しました。
　補正予算では、人事院勧告に準じる職員給与等の増額等を可決、指定管理者の指定については、
恋ぼたる（筑後市県営筑後広域公園内休憩施設及び売店）の指定期間満了により、４月から５年
間の管理運営を委託する業者を決定しました。また、サンコア（勤労者家庭支援施設）の管理、
運営は中央公民館へ統合されることになりました。
　* 指定管理者制度とは、地方自治体が所管する公の施設について、 管理運営を民間会社等の法人や
その他の団体に委託することができる制度。

（
賛
成
16
　
原
案
可
決
）

（
賛
成
16
　
原
案
可
決
）

（
全
員
賛
成
　
原
案
可
決
）

（
全
員
賛
成
　
原
案
可
決
） 診断後伐採された街路樹

問　

今
回
、
業
者
が
管
理
責

任
を
問
わ
れ
て
い
る
が
、
市

か
ら
委
託
を
受
け
て
い
る
業

者
は
、
樹
木
の
管
理
に
つ
い

て
ど
こ
ま
で
責
任
を
負
う
の

か
。

答　

業
者
に
対
し
、
枯
れ
て

い
る
樹
木
な
ど
は
市
へ
報
告

す
る
よ
う
求
め
て
い
る
。
報

告
が
あ
れ
ば
、
抜
根
、
伐
採

等
を
行
っ
て
い
る
。
今
回
は

そ
う
い
っ
た
対
応
が
で
き
て

い
な
か
っ
た
。

問　

今
後
も
、
自
然
災
害
に

よ
る
被
害
等
が
考
え
ら
れ
る
。

設
計
書
の
中
で
、
管
理
事
項

を
明
確
に
す
る
べ
き
で
は
。

答　

今
回
は
、
市
が
業
者
に

責
任
を
求
め
た
わ
け
で
は
な

く
、
裁
判
所
が
、
日
常
の
薬

剤
散
布
や
せ
ん
定
作
業
等
に

お
い
て
、
樹
木
の
異
常
は
当

然
発
見
す
べ
き
も
の
、
と
い

う
判
断
を
し
た
。
事
故
後
、

市
内
の
街
路
樹
に
つ
い
て
は

樹
木
医
の
診
断
等
を
行
っ
て

い
る
。
今
後
は
、
設
計
書
の

あ
り
方
に
つ
い
て
も
検
討
し

な
が
ら
、
事
故
防
止
に
努
め

て
い
き
た
い
。

主
な
議
案
と
質
疑

中
央
公
民
館
へ
統
合
さ
れ
る

勤
労
者
家
庭
支
援
施
設

指定管理者が替わる「恋ぼたる」

　

前
議
会
で
継
続
審
査
と
な

っ
て
い
た
請
願
「
公
園
整
備

等
西
牟
田
校
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
の
充
実
育
成
に
関
す
る
請

願
書
」
に
つ
い
て
は
、
採
決

の
結
果
「
趣
旨
採
択
」
と
な

っ
た
。

＊
趣
旨
採
択
と
は
、
実
現
の

た
め
に
は
課
題
も
多
い
が
、

内
容
や
趣
旨
（
願
意
）
は
十

分
に
理
解
で
き
る
と
い
う
も

の
。

●
「
手
話
言
語
法
」
制
定
を

求
め
る
意
見
書

●
ウ
イ
ル
ス
性
肝
炎
患
者
に

対
す
る
医
療
費
助
成
の
拡
充

を
求
め
る
意
見
書

　

意
見
書
は
、
関
係
大
臣
あ

て
送
付
。

●
公
平
委
員
会
委
員

　

髙
居
結
衣
子
（
志
）

●
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員

　

篠
原
克
臣
（
和
泉
）

（
敬
称
略
）  　

人
事
案
件
２
件
︵
同
意
︶

請
願
︵
趣
旨
採
択
︶

意
見
書
案
２
件
︵
可
決
︶


